
〈場所〉

相談の相手 相談内容

行政相談委員 ・
中部管区行政評価局

行政やくらしのお困りごとに関する相談

家庭内での悩みごと、男女共同参画に関する相談など

司法書士
遺言・相続・登記・後見制度などに関する相談

140万円以内の民事事件に関する相談

税理士 税金に関する相談

社会保険労務士 年金・社会保険・労務などに関する相談

行政書士
遺言・相続・成年後見などの手続に関する相談

許認可等に関する相談

イオン八事ショッピングセンター
４階 G.Gイベントコーナー

地下鉄 名城線・鶴舞線 八事駅 ３番出口すぐ

くらしの行政・法律相談所

予約不要です！
お気軽に

お立ち寄りください！

主催 総務省中部管区行政評価局 お問い合わせ先 052-972-7415 （平日9時～17時）

相談無料・秘密厳守
どちらにお住まいでも
ご相談いただけます！

〈開設時間〉

10時～12時、13時～15時

相談時間の目安は30分です。

相談受付は、当日会場までお越しください。

令和6年度開設予定日

令和6年 4月18日(木)

５月１６日(木)

６月２０日(木)

７月１８日(木)

８月２２日(木)

９月１９日(木)

１０月１７日(木)

１１月２１日(木)

１２月１９日(木)

令和７年 １月１６日(木)

２月２０日(木)

３月1３日(木)

※開設日は、変更になる場合があります。
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